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使用残農薬の管理と処分に関するガイドライン 

設定 平成 ８年 ４月 

改定 平成１１年 ４月 

平成１３年１０月 

平成１５年 ６月 

平成１６年１２月 

平成２５年 ２月 

 

製品容器内に残った農薬、農薬散布後に余った希釈薬液、散布器具等の洗浄液の処分に

ついては、関係法令等(注 1、注 2)の定めるところに従う他、適切な処分により事故や環境

への影響を防止する必要がある。本ガイドラインは、製品容器内に残った農薬、農薬散布

後に余った希釈薬液、散布器具等の洗浄液の処分に際しての考え方を示すものです。 

 

基本的考え方 

 農薬は計画的に購入し、余らせて廃棄することのないようにすべてを使いきる。 

 余った希釈薬液は他の容器に移し替えず、散布むらの調整に利用するなどして必ず使

いきる。 

 散布器具等の洗浄液は、ほ場内で処理する。 

（注 1） 農林水産省では従来から「農薬の購入に当たっては、使い残しの農薬が生じない

よう計画的な購入を推進するとともに、やむを得ず残った場合は、廃棄物処理業者

への処理の委託等により環境に影響が生じないよう適切に処理する」（農林水産省 

平 成 １ ７ 年 農 業 生 産 の 技 術 指 導 に つ い て

http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000659.html）、「防除器具を洗浄した水は、

その農薬を散布したほ場に散布するなどして適切に処理し、排水路や河川等に直接

排水することを避ける」（農林水産省 農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関する

ガイドライン http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/guideline/pdf/01_yasai.pdf）

と指導している。さらに、農薬工業会の「農薬容器表示要領」にそって、注意事項

が製品ラベルに表示されている。 

 

1. 製品（農薬）容器内に残った農薬 

1.1 禁止事項 

1) 容器内に農薬を残したままで廃棄しない。 

2) 残った農薬は誤用、誤飲、誤食などを避けるため他の容器に移しかえない。 

3) 使用後に余った農薬及び使用済み容器に付着した農薬は河川、湖沼、用水路、下水等の

水系に廃棄しない。 

 

http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000659.html
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1.2 注意事項 

1) 農薬の購入にあたっては使い残しが生じないように計画的に購入する。 

2) 使用途中の農薬の保管管理に関しては、「農薬の保管管理等の徹底について」（13生産第

5344号）を参照のこと。 

 

1.3 処理方法 

農薬をやむを得ず廃棄する(容器に農薬が残りどうしても使用できない)場合は、次のいず

れかの方法で適切に処分する。 

1) 農家等、使用残農薬の排出事業者自身で、許可を受けた廃棄物処理業者に処理を委託す

る。なお、容器内に農薬を残したまま、廃棄物処理業者に処理を依頼する場合は、必ず

容器内に農薬が残っている旨を廃棄物処理業者に知らせる。 

2) 市町村が回収・処分しているところでは、定められた方法に従う。 

3) 農薬を地域共同で適正に回収処分する体制が確立しているところでは、当該システムに

より処分する。 

  

（注 2）法律（廃掃法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律）上の取扱い 

 農業生産に用いられた後に残った農薬のうち、水溶性の液体は産業廃棄物である廃酸

又は廃アルカリ、油性の液体は産業廃棄物の廃油、泥状のものは産業廃棄物の汚泥、

それ以外のものは一般廃棄物に該当する。 

 シマジン、チウラム、ベンチオカーブ（チオベンカルブ）、有機リン化合物（パラチ

オン、メチルパラチオン、メチルジメトン、ＥＰＮに限る）、Ｄ－Ｄ（１，３－ジク

ロロプロペン）を一定濃度以上含むものや、廃油（引火点 70℃未満）、強酸（pH2.0 以

下）・強アルカリ（pH12.5 以上）のものは、特別管理産業廃棄物としての適切な処理

が求められる。 

 排出事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければ

ならない。 

 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、運搬については産業廃棄物収

集運搬業者に、処分については産業廃棄物処分業者に委託しなければならない。 

 

2. 希釈薬液 

2.1 禁止事項 

残った希釈薬液は河川、湖沼、用水路、下水等の水系に廃棄しない。また、他の容器等へ

移し換えて保管するなどは絶対にしない。 

 

2.2 注意事項 

調製前に散布濃度、散布面積等を確認し、希釈液表等を用いて必要量を調べ、過剰に調製
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しないよう注意する。調製した薬液はほ場で使い切る。気象情報等を調べて散布当日の天

候を確認し、雨や強風など悪条件が予想される場合は散布液調製を見合わせる。 

 

2.3 処理方法 

1）散布液は、散布むらの調整に利用するなどして、最後まで使い切る。 

2) 種子消毒剤等で、その残液の処分方法が技術資料等に記載されているものは、それに従

う。 

3) 廃液処理装置が設置されている場合は、これを用い適切に処理する。 

 

3. 散布器具等の洗浄液 

3.1 禁止事項 

散布器具等の洗浄液は河川、湖沼、用水路、下水等の水系に廃棄しない。 

 

3.2 注意事項 

散布器具等を洗浄する際は、河川等の水系に流入することのない場所で行うこと。 

 

3.3 処理方法 

1）散布器具等の洗浄液は、環境や後作に影響を与えないよう配慮して、ほ場内の農作物の

植え付けされていない土壌に撒く。 

2）廃液処理装置が設置されている場合はそれらを利用し、適切に処理する。 

3）河川、湖沼、用水路、下水、地下水等の水系に流れ込まないよう、最大限の注意を払う。 

 

(注 3) ほ場の隅に穴を掘り洗浄液を溜めて廃棄することは、地下水系へ流れ込んだり降雨

によりあふれ出したりする恐れもあるので、十分注意する。 

 


